
平成２１年度税制改正

Ⅰ．住宅の取得・改修減税（住宅ローン減税の過去最高水準の拡充と長期優良住宅等の減税措置の創設）

　１．一般住宅の場合

　　　　　平成21年～平成25年までの間に居住の用に供した場合の控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率が拡充されました！

　　　　　→　①　平成21年＆平成22年の場合　・・・　最高控除額　５００万円

　　　　　　　 ②　平成23年の場合　・・・　最高控除額　４００万円

　　　　　　　 ③　平成24年の場合　・・・　最高控除額　３００万円

　　　　　　　 ④　平成25年の場合　・・・　最高控除額　２００万円

　　　　　　　 ★　【参考】　現行税制（平成20年度居住分）における最高控除額は、１６０万円

　２．長期優良住宅の場合

　　　（1）　減税措置その１

　　　　　　　平成21年～平成25年までの間に「認定長期優良住宅」の新築等をして居住の用に供した場合には、一般住宅よりも更に控除率がＵ～Ｐ！！

　　　　　　　　→　①　平成21年～平成23年の場合　・・・　最高控除額　６００万円

　　　　　　　　　　 ②　平成24年の場合　・・・　最高控除額　４００万円

　　　　　　　　　　 ③　平成25年の場合　・・・　最高控除額　３００万円

　　　（2）　減税措置その２

　　　　　　　自己居住用の認定長期優良住宅の新築等をし、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行日～平成23年末までの間に居住の用に供した

　　　　　　場合には､住宅借入金がなくても減税措置が受けらます！！

長期優良住宅

一般住宅よりも控除率が優遇された住宅ローン減税

借入金の有無を問わない投資型減税制度

税額控除額＝認定長期優良住宅の新築等に係る標準的な性能強化費用相当額（1,000万円が限度）×10％

税額控除額＝住宅借入金等の年末残高（5,000万円～3,000万円が限度）×控除率（1.2％～1.0％）

選択

付録①－1 【週刊T＆Amasterより一部引用】



平成２１年度税制改正

　３．省エネ改修工事をした場合

　　　（1）　減税措置その１

　　　　　　　平成20年度税制改正により創設された「省エネ改修工事に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例」の適用

　　　　　　期限が５年延長されました。

　　　（2）　減税措置その２

　　　　　　　一定の省エネ改修工事を行い、平成21年4月1日～平成22年12月31日までに居住の用に供したときは、一定の要件を満たせば住宅借入金が

　　　　　　なくても減税措置が受けられます！

ローン 最高

残高 控除額

平成21年 ～1,000万円 1～5年目 1.0% 40万円

～ ～200万円 1～5年目 2.0% 20万円

平成25年 60万円

居住年 控除年 控除率

（合　　　計）

区　　　　　分

省エネ改修工事を含む増改築工事

うち特定の省エネ改修工事

住宅ローン減税

借入金の有無を問わない投資型減税制度

税額控除額＝住宅借入金等の年末残高×控除率

省エネ改修工事

選択

〔一定の省エネ改修工事〕
　　次のもので、その工事費用の額が30万円
　を超えること等一定のものです。
　①　すべての居室の窓全部の改修工事
　②　①の工事と併せて行う床の断熱工事
　③　天井の断熱工事
　④　壁の断熱工事
　⑤　一定の太陽光発電装置設置工事

税額控除額＝省エネ改修工事費用の額と標準的な工事費用相当額
　　　　　　　　とのいずれか少ない金額（200万円（太陽光発電装置

設置工事は300万円）が限度）×10％

付録①－2 【週刊T＆Amasterより一部引用】
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　４．バリアフリー改修工事をした場合

　　　（1）　減税措置その１

　　　　　　　平成19年度税制改正により創設された「住宅バリアフリー改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例」

　　　　　　の適用期限が５年延長されました。

　　　（2）　減税措置その２

　　　　　　　一定の居住者が、一定のバリアフリー改修工事を行い、平成21年4月1日～平成22年12月31日までに居住の用に供したときは、一定の要件を

　　　　　　満たせば借入金がなくても減税措置が受けられます！

ローン 最高

残高 控除額

平成21年 ～1,000万円 1～5年目 1.0% 40万円

～ ～200万円 1～5年目 2.0% 20万円

平成25年 60万円

　増改築工事

うち特定のバリアフリー改修工事

（合　　　計）

居住年 区　　　　　分 控除年 控除率

住宅ローン減税

借入金の有無を問わない投資型減税制度

税額控除額＝住宅借入金等の年末残高×控除率

選択

税額控除額＝バリアフリー改修工事費用の額と標準的な
　　　　　　　　工事費用相当額とのいずれか少ない金額

（200万円が限度）×10％

〔一定の居住者〕
　　次のいずれかに該当する者をいいます。
　①　50歳以上の者
　②　介護保険法の要介護又は要支援の認定者
　③　障害者である者
　④　居住者の親族のうち、上記②③に該当する者
　　又は65歳以上の者のいずれかとの同居者

〔一定のバリアフリー改修工事〕
　①廊下の拡幅、②階段の勾配の緩和、③浴室改良、
　④手摺の設置、⑤屋内階段の段差解消、⑥引き戸
　への取替え、⑦床表面の滑り止め化で、その工事費
　用の額が30万円を超えること等一定のものです。

バリアフリー改修工事

付録①－3 【週刊T＆Amasterより一部引用】
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Ⅱ．土地等の長期譲渡所得の1,000万円控除制度

　　　景気回復中に土地需要を集中的に喚起するための特例措置として、平成21年、平成22年中に取得した国内の土地等を5年を超えて所有した後

　　に譲渡した場合には、その譲渡に係る譲渡所得から最高1,000万円の特別控除を適用します。

平成21年 平成22年 1,000万円

特別控除額 ▲ 1,000万円

課税所得 　　 　0  円

☆ 個人、法人を問わず適用があります！

Ⅲ．土地等の先行取得をした場合の課税の特例（課税の繰延べ措置）

　　　景気回復中に土地需要を集中的に喚起するための特例措置として、平成21年、平成22年中に事業者が、国内の土地等の取得をし、届出書を

　　提出している場合において、その後10年内に他の土地等を売却して譲渡益が発生したときは、その譲渡益の80％相当額（平成22年に先行取得

　　した分については60％相当額）を先行取得届出土地等の帳簿価額を減額して課税の繰延べ措置が受けられます。

　　　

平成21年

平成22年

☆ 法人はもちろん、個人も個人事業者の事業用資産たる土地等であれば適用があります！

譲渡益

　　土地購入
　　9,000万円

×

　　土地譲渡
　　　１億円

景気回復期間 ５年を超えて保有

10年間に「別の」保有土地等を譲渡
→

先行取得

土地Ｂ購入（10億円）

土地Ａ購入（10億円）

10年間に「別の」保有土地等を譲渡　→

譲渡益（8億円）→

譲渡益（9億円）→

６．４億円を土地Ａの帳簿価額を減額

５．４億円を土地Ｂの帳簿価額を減額

課税の繰延べ

課税の繰延べ

－付録②－ 【週刊 T・Ａ master参照】



平成２１年度税制改正

Ⅳ．少額の上場株式等投資のための非課税措置

　　　上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る10％軽減税率が廃止され、20％の本則税率が実施される際に、少額の上場株式等投資のための

　　非課税措置を創設します。

　　　　　　　　　　＜　年間投資額：上限100万円、　口座開設数：最大5口、　保有期間：最長10年　＞

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目

○　非課税口座において口座開設年（1月1日）から10年内に生ずる上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対しては所得税及び

　 個人住民税は課税されません。

○　非課税口座は、毎年の新規投資額１００万円までが限度となり、１年間に１口座の開設が可能で最大５口座まで開設が可能

○　非課税口座は、満20歳以上の居住者であれば開設が出来ます。

○　途中売却は自由ですが、売却部分の枠の再利用は不可

毎年100
万円まで

保有期間は最長10年

500万円までの
累積投資が可能

【自由民主党税制調査会提出資料参照】

付録③



平成２１年度税制改正

Ⅴ．取引相場のない株式等に係る相続税等の納税猶予制度

　１．相続税の納税猶予の計算例

子Ａの相続税額は

遺産総額 子Ｂの特例適用に影響されない

３億円 納付税額：１，４８８万円※3

猶予税額：１，４１２万円※2

※１の計算

　（1）課税価格：3億円－7,000万円（基礎控除額）＝２．３億円

　（2）相続税の総額：２．３億円×１／２（法定相続分）×税率（40％）－１，７００万円×２＝５，８００万円

　（3）各人の相続税額：５，８００万円×あん分割合（0.5）＝２，９００万円

※2の計算

　（1）子Ｂが、特例対象株式（1億円）のみを相続したものとしとした場合の相続税額を計算します。（子Ａ：1.5億円、子Ｂ：株式1億円として計算）

　　①　課税価格：２．５億円－7,000万円（基礎控除額）＝１．８億円

　　②　相続税の総額：１．８億円×１／２（法定相続分）×税率（30％）－700万円×２＝４，０００万円

　　③　子Ｂの相続税額：４，０００万円×あん分割合（1億円／２．５億円＝0.4）＝１，６００万円

　（2）子Ｂが、特例対象株式の20％（2,000万円）のみを相続したものとして相続税額の計算をします。（子Ａ：1.5億円、子Ｂ：株式2千万円として計算）

　　①　課税価格：１．７億円－7,000万円（基礎控除額）＝１億円

　　②　相続税の総額：１億円×１／２（法定相続分）×税率（20％）－200万円×２＝１，６００万円

　　③　子Ｂの相続税額：１，６００万円×あん分割合（2千万円／１．７億円＝0.117･･･）≒１８８万円

　（3）　（1）-（2）＝１,４１２万円

※3の計算　→　※１－※２で計算しますので　２,９００万円－１,４１２万円＝１，４８８万円となります。

子Ａ：１．５億円

子Ｂ：１．５億円

子Ａ：２，９００万円※1

子Ｂ：２，９００万円※1

通常の
相続税額
の計算

子Ｂが経営承継相続人で、相続財産には特例適用株式１億円を含みます。

付録④-1
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 ２．納税猶予の流れ＆チェックポイント～その①

　【一般的なケース】

（注）猶予税額を免除する“事業継者相続人の死亡” 以外 の事由
　①　破産手続開始の決定又は特別清算開始命令があった場合・・・猶予税額の全額が免除
　②　次の後継者へ特例適用株式等を贈与し、その後継者が贈与税の納税猶予制度の適用を受ける場合・・・猶予税額の全額を免除
　③　同族関係者以外の者へ保有株式を一括譲渡する場合に、その譲渡対価（又は譲渡時価のいずれか高い方）が猶予税額を
　　　下回るとき・・・その差額分の猶予税額を免除　
　　　 ｅｘ．1億円で納税猶予を受けていたが、５年経過後に譲渡したら 8,000万円にしかならないときの2,000万円分に対する税額は免除

経済産業
大臣に対
する確認

申請
経済産
業大臣
の確認

・後継者の確定
・財産の承継計画の
 取組み等

確認書
の受領

被相続人
の要件

相続人
の要件

・同族関係者と合わせて50％
　超の議決権株式保有
・同族関係社内で筆頭株主

相続開始

経済産業
大臣に対
する認定

申請
経済産
業大臣
の認定

・相続人の要件
・被相続人の要件
・適用対象会社の要件等

認定書
の受領

納税猶
予の申

告

申告期限

特例適用株
式を担保提
供し、株式
等の価額の
80％に対応
する相続税
が納税猶予

事業継続
要件を満
たさなく
なった
ら・・・

納税猶予
額の全額
を納付（利
子税も合
わせて）

事業継続期間
（5年間）

株式を
譲渡した

場合

譲渡株式
の価額に
対応する
納税猶予
額の納付
（利子税も
合わせて）

事業承継相続人
の死亡等(注）

納税猶予額の
全額免除

（株式の継続保有）

付録④-2 【小池正明税理士・東京税理士会四谷支部研修会資料引用】



平成２１年度税制改正

 ２．納税猶予の流れ＆チェックポイント～その②

　　【贈与税の納税猶予が絡むケース】

　　　＝

※上図のように2代目経営者が相続税の納税猶予を受けている場合以外にも、初代経営者から２代目後継者へ生前贈与をした場合も同様です。

5年間

経
済
産
業
大
臣
の
認
定

○雇用８割確保を含む事業
　 の継続

○株式の継続保有

○後継者が代表者であること

一
括
贈
与

経
営
者

（
２
代
目

）

相続税の納税猶予適用中

後
継
者

（
３
代
目

）

○株式の継続保有

経
済
産
業
大
臣
の
確
認

経
営
者
の
死
亡

○株式の継続保有

(注）事業継続要件なし！

贈与税の納税猶予（贈与税の全額） 相続税の納税猶予

相続税の猶予税額
の免除

（相続税の猶予税額の免除の要件）
　☆経営者
　　・役員からの退任
　★後継者
　　・代表者であること
　　・贈与税の納税猶予の適用を受けること　等

贈与税の猶予税額の免除

☆特例適用株式を経営者から後継者
へ
　相続があったものとみなして贈与時の
　時価で相続税を課税
☆その課税された相続税の納税猶予の
　適用が受けられる

付録④-3 【週刊 T・A master参照】


